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論 
会
派
の
構
成
人
数
に
よ
り
文
字
数
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。 

星
野
久
美
子（
日
本
共
産
党
）、
安

海
の
ぞ
み
（
会
派
に
属
さ
な
い
議

員
）

討
論
（
６
月　

日
）

２１

　

星
野
久
美
子
（
日
本
共
産
党
）、

安
海
の
ぞ
み
（
会
派
に
属
さ
な
い

議
員
）、
沖
永
明
久（
会
派
に
属
さ

な
い
議
員
）、
長
�
未
紗（
会
派
に

属
さ
な
い
議
員
）、
清
水
剛（
自
民

党
・
い
さ
ま
）、
沖
本
浩
二（
ざ
ま

大
志
会
）、
加
藤
学（
座
間
市
公
明

党
）

議
案
第　

号
に
対
す
る
討
論
（
６

４１

月　

日
）

２１

　

加
藤
学
（
座
間
市
公
明
党
）

議
員
提
出
議
案
第
８
号
に
対
す
る

質
疑
（
６
月　

日
）

２１

　

安
海
の
ぞ
み
（
会
派
に
属
さ
な

い
議
員
）、
沖
永
明
久（
会
派
に
属

さ
な
い
議
員
）

議
員
提
出
議
案
第
８
号
に
対
す
る

討
論
（
６
月　

日
）

２１

　

安
海
の
ぞ
み
（
会
派
に
属
さ
な

い
議
員
）、
熊
切
和
人（
自
民
党
・

い
さ
ま
）、
沖
永
明
久（
会
派
に
属

さ
な
い
議
員
）

議会中継を行っています 議会中継を行っています 議会中継を行っています 

○問合せ先 
　議会事務局　1０４６（２５２）８８７２ 

検 索 

クリック！ 

　議会の様子をさらに広くお伝えするため、イ

ンターネットで本会議の中継映像を配信してい

ます。 

　映像はパソコンやスマートフォン、タブレッ

ト端末でもご覧いただけます。 

　ぜひ、ご利用ください。 

座
間
市
公
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加
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会
派
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長
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未
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日
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総
括
質
疑
で
は
「
公
園
の
駐
車

場
有
料
化
の
話
は
例
示
で
あ
り
、

現
時
点
で
有
料
化
を
決
め
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
」
と
答
弁
し
て
い

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
都
市
環
境

常
任
委
員
会
で
は
「
（
仮
称
）
キ

ャ
ン
プ
座
間
返
還
地
公
園
の
駐
車

場
を
有
料
化
す
る
考
え
が
あ
る
」

と
の
答
弁
が
あ
り
ま
し
た
。
市
内

で
公
園
の
駐
車
場
を
１
カ
所
有
料

に
し
た
場
合
、
ほ
か
の
公
園
で
も

有
料
化
が
進
む
懸
念
が
あ
り
ま
す
。

人
的
経
費
の
負
担
抑
制
や
財
源
確

保
を
市
民
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
条
例
改
正
は
行
う

べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
条
例
改
正
の
審
査
の
中
で
、

公
園
駐
車
場
の
有
料
化
に
つ
い
て

言
及
さ
れ
、
そ
れ
も
念
頭
に
あ
る

も
の
と
受
け
止
め
ま
し
た
。
こ
れ

は
大
き
く
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
多
様
な

管
理
運
営
手
法
の
研
究
と
と
も
に

ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
、
市
民
ニ
ー
ズ

を
捉
え
た
調
査
検
討
が
さ
れ
る
こ

と
を
期
待
し
、賛
意
を
表
し
ま
す
。

　

今
回
の
改
正
で
想
定
し
て
い
る

の
は
、
都
市
公
園
内
の
自
動
販
売

機
の
設
置
と
駐
車
場
の
設
置
で
あ

る
。
マ
イ
ボ
ト
ル
が
推
奨
さ
れ
る

中
、
都
市
公
園
内
に
さ
ら
に
自
動

販
売
機
を
増
設
す
る
の
は
施
策
と

し
て
適
切
な
の
か
。
誰
も
が
気
軽

に
利
用
で
き
る
公
園
で
駐
車
場
有

料
化
は
果
た
し
て
必
要
な
の
か
、

慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　

地
球
温
暖
化
に
よ
る
気
候
変
動

の
危
機
は
深
刻
化
し
て
い
ま
す
。

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
を
実
質

ゼ
ロ
に
す
る
に
は
、
Ｃ
Ｏ
２
を
排

出
し
な
い
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
選
ぶ
こ
と
が
有
効
な
手
段
で
す
。

巨
大
な
リ
ス
ク
の
あ
る
原
子
力
発

電
や
温
室
効
果
ガ
ス
を
大
量
に
排

出
す
る
石
炭
火
力
発
電
に
頼
る
暮

ら
し
か
ら
転
換
す
る
べ
き
で
す
。

　

議
案
第　

号
、
令
和
３
年
度
座

３７

間
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
の
障
が
い
者
福
祉
費
、
障
が

い
者
就
労
支
援
事
業
費
に
つ
い
て
、

令
和
２
年
度
の
同
事
業
実
施
に
伴

う
補
助
金
は
、
海
老
名
市
が
取
り

ま
と
め
て
障
が
い
者
就
労
支
援
事

業
所
に
支
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て

い
た
た
め
、
本
市
は
海
老
名
市
に

負
担
金
と
し
て
支
出
し
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
令
和
３
年
度
は
海

老
名
市
が
同
事
業
へ
の
補
助
金
の

支
出
を
打
ち
切
っ
た
た
め
、
本
市

は
障
が
い
者
就
労
支
援
事
業
所
に

直
接
県
と
と
も
に
補
助
金
を
支
出

す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
で
、
金

額
の
増
減
は
生
じ
ま
せ
ん
。
本
市

が
引
き
続
き
単
独
で
あ
っ
て
も
補

助
金
を
支
出
す
る
こ
と
で
、
利
用

者
に
対
し
て
、
さ
ら
に
充
実
し
た

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
る
と
の
こ

と
で
す
。
な
お
、
新
規
の
利
用
希

望
者
に
対
し
て
も
受
入
れ
が
進
ん

で
い
る
と
い
う
説
明
も
あ
り
、
障

が
い
者
の
ニ
ー
ズ
に
も
対
応
し
て

お
り
、
本
事
業
は
必
要
か
つ
重
要

で
あ
る
と
考
え
、
賛
意
を
表
し
ま

す
。

　

議
案
第　

号
、
座
間
市
都
市
公

３８

園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

は
、
本
市
が
公
園
施
設
の
管
理
運

営
を
直
接
行
う
従
来
の
手
法
に
加

え
て
、
民
間
活
力
を
導
入
し
、
本

市
以
外
の
者
に
よ
る
公
園
施
設
の

設
置
、
管
理
、
運
営
を
行
う
こ
と

を
可
能
と
す
る
も
の
で
す
。
施
設

の
設
置
及
び
管
理
運
営
の
幅
が
大

き
く
広
が
る
と
同
時
に
、
運
営
主

体
へ
の
責
任
の
帰
属
が
明
確
と
な

る
た
め
、
リ
ス
ク
管
理
の
面
で
も

大
き
な
意
味
を
持
ち
ま
す
。
現
在

想
定
さ
れ
て
い
る
主
な
対
象
は
自

動
販
売
機
や
駐
車
場
の
設
置
、
管

理
で
あ
り
、
特
に
駐
車
場
に
つ
い

て
は
、
（
仮
称
）
キ
ャ
ン
プ
座
間

返
還
地
公
園
に
適
用
す
る
予
定
で

あ
る
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

公
園
利
用
目
的
以
外
で
の
利
用
を

防
ぐ
こ
と
な
ど
、
リ
ス
ク
管
理
と

財
源
確
保
の
観
点
か
ら
も
望
ま
し

い
管
理
形
態
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

市
内
公
園
施
設
の
利
用
状
況
に
応

じ
た
管
理
は
今
後
も
多
様
化
す
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
適
切
に
対

応
し
て
い
く
た
め
に
は
、
民
間
活

力
を
導
入
し
て
、
円
滑
に
管
理
運

営
で
き
る
環
境
の
整
備
が
不
可
欠

で
あ
る
と
考
え
、
賛
意
を
表
し
ま

す
。

　

本
定
例
会
に
上
程
さ
れ
て
い
る

そ
の
他
の
議
案
に
対
し
て
も
賛
意

を
表
し
ま
す
。

　

議
案
第　

号
、
令
和
３
年
度
座

３７

間
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
の
戸
籍
住
民
基
本
台
帳
関
係

シ
ス
テ
ム
事
業
は
、
個
人
番
号
カ

ー
ド
の
交
付
事
業
を
円
滑
に
進
め

る
た
め
、
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

事
務
に
お
け
る
進
捗
状
況
を
管
理

す
る
機
能
を
従
来
の
シ
ス
テ
ム
に

追
加
す
る
た
め
の
増
額
措
置
で
す
。

こ
の
機
能
追
加
に
よ
り
、
事
務
の

効
率
化
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

や
職
員
の
負
担
軽
減
が
図
れ
る
こ

と
か
ら
賛
意
を
表
し
ま
す
。

　

信
用
保
証
料
一
部
補
助
事
業
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

対
す
る
中
小
企
業
者
へ
の
、
神
奈

川
県
等
の
金
融
施
策
の
軽
減
措
置

の
見
直
し
に
伴
い
、
本
市
が
令
和

２
年
度
か
ら
実
施
し
て
い
る
事
業

を
継
続
し
、
市
が
そ
の
分
を
補
助

の
限
度
内
で
負
担
し
て
い
く
た
め

の
補
正
予
算
措
置
で
す
。
市
内
事

業
者
に
寄
り
添
っ
た
当
局
の
姿
勢

と
対
応
を
高
く
評
価
し
、
賛
意
を

表
し
ま
す
。

　

議
案
第　

号
、
座
間
市
都
市
公

３８

園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

に
つ
い
て
は
、
将
来
を
見
据
え
た

公
園
経
営
に
お
け
る
多
様
な
管
理

運
営
手
法
を
検
討
し
て
、
改
正
に

至
る
も
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
し

ま
す
。

　

議
案
第　

号
、
令
和
３
年
度
座

３７

間
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
に
つ
い
て
、
障
が
い
者
福
祉

費
の
重
度
障
害
者
住
宅
改
良
費
補

助
事
業
費
が
増
額
措
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
施
設
で
は
な
く

在
宅
で
過
ご
す
こ
と
を
希
望
す
る

重
度
障
が
い
者
の
方
が
増
え
て
き

た
こ
と
に
加
え
、
介
護
者
の
在
宅

時
間
が
増
え
て
き
た
こ
と
に
よ
る

も
の
で
す
。
コ
ロ
ナ
禍
の
現
在
は

も
と
よ
り
、
今
後
も
増
加
が
予
測

さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
事
業
に
賛

意
を
表
し
ま
す
。

　

議
案
第　

号
、
令
和
３
年
度
座

４０

間
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
３

号
）
に
つ
い
て
、
児
童
保
育
費
の

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以
外
の
低
所

得
の
子
育
て
世
帯
）給
付
事
業
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
で
、

対
象
と
な
る
低
所
得
の
子
育
て
世

帯
に
対
し
、
児
童
一
人
当
た
り
一

律
５
万
円
を
支
給
す
る
事
業
で
す
。

ひ
と
り
親
世
帯
に
は
令
和
３
年
４

月
以
降
に
給
付
金
を
支
給
し
て
い

ま
す
が
、
ひ
と
り
親
世
帯
だ
け
で

な
く
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
全
て

に
対
し
て
、
そ
の
実
情
を
踏
ま
え

た
生
活
の
支
援
を
行
う
観
点
か
ら
、

本
事
業
に
賛
意
を
表
し
ま
す
。

お
わ
び
と
訂
正

　

令
和
３
年
５
月　

日
発
行

１５

の
本
紙
第
１
９
６
号
の
記
事

の
う
ち
３
面
に
掲
載
し
た
討

論
の
中
で
「
故
井
上
ふ
さ
子

先
生
」
と
あ
る
の
は
「
故
井

上
フ
サ
子
先
生
」
の
誤
り
で

し
た
。
ご
遺
族
並
び
に
関
係

各
位
に
謹
ん
で
お
わ
び
申
し

上
げ
ま
す
。


